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長浜市役所長浜市役所長浜市役所長浜市役所    

※健康福祉部 （福祉事務所） しょうがい福祉課  しょうがい福祉グループ 

   〒526-0031 長浜市八幡東町６３２ 市役所東別館 1 階 �６５－６５１８ FAX６４－１７６７ 

※浅井支所福祉生活課   〒526-0292 長浜市内保町 2490-1       �74-4352 FAX74-3641 

※びわ支所福祉生活課   〒526-0102 長浜市落合町 645         �72-5253 FAX72-2211 

※虎姫支所福祉生活課   〒529-0141 長浜市五村 106          �73-4852 FAX73-2517 

※湖北支所福祉生活課   〒529-0341 長浜市湖北町速水 2745      �78-8301 FAX78-1617 

※高月支所福祉生活課   〒529-0233 長浜市高月町渡岸寺 160     �85-3113 FAX85-3268 

※木之本支所福祉生活課 〒529-0492 長浜市木之本町木之本 1757-2�82-5901 FAX82-3956 

※余呉支所福祉生活課   〒529-0515 長浜市余呉町中之郷 958     �86-3223 FAX86-3220 

※西浅井支所福祉生活課 〒529-0792 長浜市西浅井町大浦 2590    �89-1123 FAX89-0585 

 みること・きくことみること・きくことみること・きくことみること・きくこと、、、、手手手手やややや足足足足がががが不自由不自由不自由不自由だったりだったりだったりだったり、、、、心身心身心身心身のののの発達発達発達発達にににに遅遅遅遅れれれれやややや精神的精神的精神的精神的にしょうがいのあるにしょうがいのあるにしょうがいのあるにしょうがいのある人人人人たたたた

ちがちがちがちが、、、、しょうがいのないしょうがいのないしょうがいのないしょうがいのない人人人人とととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、社会社会社会社会のののの一員一員一員一員としとしとしとしてててて普通普通普通普通にににに生活生活生活生活をををを送送送送ることができるることができるることができるることができる社会社会社会社会。。。。そのそのそのその

ようなようなようなような社会社会社会社会にしていくためにしていくためにしていくためにしていくため、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実やややや、、、、働働働働くところやくところやくところやくところや住住住住むむむむ場所場所場所場所をををを整整整整えていくことえていくことえていくことえていくこと

などによりなどによりなどによりなどにより、、、、しょうがいのあるしょうがいのあるしょうがいのあるしょうがいのある人人人人がががが地域地域地域地域でいきいきとでいきいきとでいきいきとでいきいきと暮暮暮暮らしていけるらしていけるらしていけるらしていける環境環境環境環境づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    以前以前以前以前はははは、、、、しょうがいのあるしょうがいのあるしょうがいのあるしょうがいのある方方方方々々々々はははは３３３３つのつのつのつの区分区分区分区分にににに分分分分けられけられけられけられ、、、、しょうがいのしょうがいのしょうがいのしょうがいの種類種類種類種類やややや年齢年齢年齢年齢によりによりによりにより利用利用利用利用できるできるできるできる

サービスのサービスのサービスのサービスの内容内容内容内容などがなどがなどがなどが決決決決められていまめられていまめられていまめられていましたしたしたした。。。。平成平成平成平成 18181818 年度年度年度年度からからからから始始始始まったまったまったまった““““    障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法    ””””はははは、、、、どどどど

のしょうがいののしょうがいののしょうがいののしょうがいの人人人人もももも共通共通共通共通のののの福祉福祉福祉福祉サービスがサービスがサービスがサービスが地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて受受受受けられるようにするものですけられるようにするものですけられるようにするものですけられるようにするものです。。。。    

≪ 平成２２年７月 長浜市しょうがい福祉課 ≫

≪≪≪≪障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法のののの給付等給付等給付等給付等のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる人人人人≫≫≫≫    

 

身体身体身体身体にしょうがいのあるにしょうがいのあるにしょうがいのあるにしょうがいのある人人人人    

精神精神精神精神にしょうがいのあるにしょうがいのあるにしょうがいのあるにしょうがいのある人人人人    知的知的知的知的しょうがいのあるしょうがいのあるしょうがいのあるしょうがいのある人人人人    

しょうがいのあるおしょうがいのあるおしょうがいのあるおしょうがいのあるお子子子子さんさんさんさん    

 

平成 23 年 10 月版 
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■■■■補装具費補装具費補装具費補装具費のののの支給支給支給支給    

 補装具の購入や修理にかかる費用を

支給します。原則１割を自己負担、９割

を市が負担します。 

※所得に応じた自己負担の上限額を設定 

サービス利用のながれ 

 福祉サービスを一つの体系に整理し、総合的にしょうがいのある人

の地域での自立した生活を支援します。 

・児童デイサービス 

・短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

・重度障害者等包括支援 

・共同生活介護（ｹｱﾎｰﾑ） 

・施設入所支援 

①①①①    相相相相    談談談談        

 市役所または相談支援事

業者に相談します。 

 

「どんなサービスがあるのか」 

「どのようにサービスを利用したら

いいか」 

「どのような事業所があるか」 

「施設はどこにあるのか」  など 

②②②②申請申請申請申請・・・・調査調査調査調査 

 市へサービスの利

用(支給)申請を行い

ます。続いて、現在の

生活や心身の状況に

ついて、市職員が訪問

などにより全国同一

の内容(106項目)の調

査を行います。 

■■■■自立支援医療自立支援医療自立支援医療自立支援医療    

 しょうがいの種類や年齢により決め

られていた医療（更生・育成・精神通院）

のしくみが一本化。 

※原則１割の自己負担ですが、所得に応じ

た自己負担の上限額が設定されます。 

■■■■地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業 

 市区町村が地域特性を活かし、しょう

がいのある人を総合的に支援する体制

をつくり、さまざまな事業を行います。 

※相談支援事業・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援・ 

日常生活用具給付・移動支援など 

 

■■■■介護給付介護給付介護給付介護給付    

しょうがい程度が一定以上の人に生活上ま

たは療養上の必要な介護を行います。 

 

 

 

■■■■訓練等給付訓練等給付訓練等給付訓練等給付    

 身体的または社会的なリハビリテーショ

ンや就労につながる支援を行います。 

・ 自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

・ 就労移行支援 

・ 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

・ 共同生活援助（グループホーム） 

[ [ [ [ しょうがいしょうがいしょうがいしょうがい福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス    ]]]]    

・居宅介護(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ) 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・生活介護 

・療養介護 

・児童デイサービス 

・短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ） 

・重度障害者等包括支援 

・共同生活介護（ｹｱﾎｰﾑ） 

・施設入所支援 

サービスのしくみサービスのしくみサービスのしくみサービスのしくみ    
    

③③③③審査審査審査審査・・・・判定判定判定判定    

 調査結果に関するコン

ピュータ判定資料と調査

員が聴き取った状況資料

および医師意見書によ

り、「長浜市しょうがい者

自立支援審査会」で、「障

害程度区分」(区分１～

６)の審査・判定が行われ

ます。 

「みなさんに必要なサービス

を提供できるよう市や事業者

がお手伝いします。」 
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区 分 対象(世帯:本人と配偶者。児童の場合は住民票による。) 
自己負担上限額(月

額) 

生活保護  生活保護世帯 
０円（自己負担なし） 

低所得  市民税非課税世帯 

一 般 

 児童で居宅の場合で市民税所得割２８万円未満世帯 ４，６００円 

 居宅の場合で市民税所得割１６万円未満世帯 
９，３００円 

 ２０歳未満の施設入所者で市民税所得割２８万円未満世帯 

 市民税課税世帯で上記以外 ３７,２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービスを利用したら、サービス事業者へ決められた費用の１割を支払います。ただし所得に

応じて１月あたりの上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。 

 残りの費用を長浜市が 25％を負担するほか、国が 50％、滋賀県が 25％負担します。 
 

＜＜＜＜    しょうがいしょうがいしょうがいしょうがい福祉福祉福祉福祉サービスのサービスのサービスのサービスの利用料利用料利用料利用料    ＞＞＞＞    

利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担    

のののの 軽 減軽 減軽 減軽 減    

④④④④認定認定認定認定・・・・支給決定支給決定支給決定支給決定 

 認定された区分、本人等の利用意向、介護す

るの人の状況などをもとに、サービスの支給内

容が決められ、「受給者証」が交付されます。    

    受給者証受給者証受給者証受給者証        

サービスの支給決定内容が記載されていま

す。有効期間は最長３年で区分認定の内容やサ

ービスの種類により異なります。 

⑤⑤⑤⑤事業者事業者事業者事業者とととと契約契約契約契約    

 利用するサービス事業所を選

択し、利用に関する契約を結び

ます。必要な場合、相談支援事

業者によるサービス利用に関す

る計画作成や調整を受けられま

す。費用は無料です。 

⑥⑥⑥⑥サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用 

 契約した事業所のサービスの利用を開始

します。  

    

        ●利用者負担額は、１か月にいくらまでと所得により上限額が決められます。 

         ●同じ世帯にしょうがい福祉サービスを利用する人が複数いる場合などは、 

合算した額が上限額を超えた分は高額しょうがい福祉サービス費が支給され、 

負担が重くならないように配慮されます。 

        ●施設サービス等を利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。 

ただし低所得１または２の場合、施設入所者には一定額が手元に残るよう補足する 

給付が支給され、通所者には食費負担が材料費のみの負担になるよう減額されます。 

        ●グループホーム・ケアホームの家賃助成があります。 
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区 分 対象(世帯:本人と配偶者。児童の場合は住民票による。) 自己負担上限額(月額) 

生活保護  生活保護世帯 
０円（自己負担なし） 

低所得  市民税非課税世帯 

一 般 
 市民税課税世帯 ３７,２００円 

市民税所得割 46万円以上の方がいる世帯 「対象外」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 要件と対象（世帯：同じ医療保険に加入する家族） 自己負担上限額（月額） 

生活保護 生活保護世帯 ０円:自己負担なし 

低所得１ 市民税非課税世帯で本人年収が 80万円以下 ２,５００円 

低所得２ 市民税非課税世帯 ５,０００円 

中間所得 市民税所得割 23.5 万円未満世帯 医療保険の自己負担限度額 

 

中間１ 
重度継続者 

市民税所得割 3.3 万円未満世帯 ５，０００円 
育成医療 

中間２ 
重度継続者 

市民税所得割 23.5 万円未満世帯 １０，０００円 
育成医療 

一 般 

重度継続者 市民税所得割 23.5 万円以上世帯 ２０，０００円 

市民税所得割 23.5 万円以上世帯 
「対象外」：医療保険の自己

負担限度額・負担割合 

 しょうがいのある人に支給される更生医療・育成医療・精神通院医療については、「自立支援

医療」として、負担の割合や計算のしかたが共通となりました。指定の医療機関で受診した場

合、医療費の１割を支払います。ただし、所得に応じて上限額が決められ、負担が重くなりす

ぎないようになっています。 

自 立 支 援 医 療自 立 支 援 医 療自 立 支 援 医 療自 立 支 援 医 療    

補 装 具 費補 装 具 費補 装 具 費補 装 具 費    

 しょうがいのある人の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたって継続して

使用される用具類である「補装具」（義肢、車いす、補聴器など）の購入または修理にかかる

費用を支給します。自己負担は原則１割です。ただし、所得に応じて上限額が決められ、負

担が重くなりすぎないようになっています。さらに低所得１・２の世帯は無料になります。 

◆◆◆◆手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ（（（（代理受領代理受領代理受領代理受領のののの場合場合場合場合））））    
１ 申請・・・・必要とする用具と希望業者を市へ申請します。市は業者へ見積書の提出を求めます。 

２ 判定・・・・申請内容によっては、判定や医師の診断が必要となります。 

３ 支給決定・・市から決定通知を受けます。市は「支給券」を業者へ送付します。 

４ 業者と契約・・業者は市の通知にもとづき補装具の制作・修理を行います。  

５ 納品・・・・・業者から補装具の引渡しを受け、支給券に押印します。 

６ 負担額の支払い・・自己負担額（１割分）を業者へ支払い、領収書を受け取ります。  

７ 市の支払い・・・・市は業者から残りの額（９割分）の請求を受け、内容を審査し支払います。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆ 長長長長長長長長 浜浜浜浜浜浜浜浜 市市市市市市市市 でででででででで 実実実実実実実実 施施施施施施施施 すすすすすすすす るるるるるるるる 主主主主主主主主 なななななななな 地地地地地地地地 域域域域域域域域 生生生生生生生生 活活活活活活活活 支支支支支支支支 援援援援援援援援 事事事事事事事事 業業業業業業業業  
事 業 内   容 

相談支援 

しょうがいのある人、その保護者・介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供

や生活支援に関し助言を行います。またサービスの利用調整や権利擁護のために必要

な援助を行います。相談にかかる費用は無料です。 

コミュニケー

ション支援 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等のしょうがいのため、意思疎通を図ることに支

援を要する人に対して、手話通訳、要約筆記等を行う支援員の派遣などを行います。

費用はかかりません。 

日常生活用具 

給付 

重度のしょうがいのある人に日常の生活の便宜を図る用具を給付します。自己負担

額は品目の価格の１割としていますが、補装具費と同様の負担上限額を設定していま

す。生活保護・市民税非課税世帯は無料です。 

＊介護・訓練支援用具･･･特殊寝台、入浴担架、特殊尿器、体位変換器など 

＊自立生活支援用具･･･入浴補助用具、頭部保護帽、杖、自動消火器、電磁調理器など 

＊在宅療養等支援用具･･･吸入器、電気式痰吸引器、音声式体温計など 

＊情報・意思疎通支援用具･･･点字器、点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀ、活字文書読上装置、点字図書など

＊排泄管理支援用具･･･ストマ装具、紙おむつなど 

＊住宅改修費･･･移動を円滑にするため等に必要な小規模住宅改修 

移動支援 
屋外での移動が困難なしょうがいのある人に対して、外出のための支援として介助

者を派遣します。自己負担額はその１割としています。（減額措置有） 

地域活動支援 

センター 

通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行

います。利用料はかかりませんが材料費等の実費負担が必要になる場合があります。 

日中一時支援 

日中に施設等で活動の場所を提供し、見守りや社会適応訓練を行い、本人や介護者

を支援します。（日帰りショートステイ、タイムケア事業） 

１割の自己負担額（減額措置有）が必要となります。材料費等は実費負担です。 

訪問入浴 

サービス 

介助員・看護師が居宅に訪問して、移動浴槽により入浴サービスを提供します。 

１割の自己負担額（減額措置有）が必要となります。 

社会参加 

促進事業 

社会参加の促進を図るため、自動車改造費助成、スポーツ教室の開催、点訳・音訳

広報の発行、奉仕員養成事業などを行います。 

 

地 域 生 活 支 援 事 業地 域 生 活 支 援 事 業地 域 生 活 支 援 事 業地 域 生 活 支 援 事 業    

市区町村や都道府県は、地域の実情や生活ニーズにあわせて、しょうがい福祉サービスなど

と組み合わせてしょうがい者を支援する「地域生活支援事業」を実施します。 
 

        ●所得の低い人以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合には、  

          上限額が決められています。（「重度かつ継続」） 

         ※例例例例えばえばえばえば････････････統合失調症やそううつ病などの人、腎臓機能や小腸機能などに 

               しょうがいのある人、医療保険の多数該当者など 

         ●18 歳未満の人の育成医療については窓口での支払いが急に多くならないよう 

          経過措置が実施されます。 

 

利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担

のののの 軽 減軽 減軽 減軽 減    

■ 支給を受けるには市に申請することが必要です。 

■ 入院時の食事代は自己負担します。ただし、所得の低い人は 

減額されます。 

■ 自立支援医療費の支給は、都道府県が指定した指定自立支援 

医療機関での医療が対象となります。 

  

 



 ６

 移動支援・日中一時支援のサービスを利用するときには、各自でサービスを提供する事業者へ申し込

み、市から通知のあった利用決定の内容を伝え、利用の日時などについて相談してください。どこの事

業者が実施しているか確認されるときは、市にお問い合わせください。 

 利用の際には、「サービス利用管理票」を事業者に見せて確認を受けてください。 

 サービスを利用したときの負担額は、次のとおりです。事業者から請求されますので、直接事業者へ

お支払いください。また、このほかに食費、交通費など実費負担がかかる場合があります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

対象者には「加算区分」についてもお知らせしています。市から事業者へ支払う費用に加算されるも

のですので、利用者負担額とは関係ありません。 

加算区分(Ⅰ)…未就学児または学齢児(高校生含む)で行動援護対象あるいは重症心身しょうがい児の場合。 

加算区分(Ⅱ)…学齢児または 18 歳以上で行動援護対象あるいは重症心身しょうがい児の場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）利用者負担額の階層 

Ａ階層：生活保護世帯 Ｂ階層：前年度分の市民税非課税世帯 Ｃ階層：Ａ、Ｂ以外の世帯 

サービス提供時間 

利用者負担額 

身体介護を伴う場合 身体介護を伴わない場合 

Ａ階層 Ｂ階層 Ｃ階層 Ａ階層 Ｂ階層 Ｃ階層 

30 分以下 

0 円 0 円 

254 円 

0 円 0 円 

105 円 

30 分～１時間 402 円 197 円 

１時間～1.5 時間 584 円 276 円 

1.5 時間～２時間 667 円 346 円 

２時間～2.5 時間 750 円 416 円 

2.5 時間～３時間 833 円 486 円 

以後 30 分ごと 83 円 70 円 

（注）午前６～８時、午後６～10 時の時間帯は上記の額に 25％が加算されます。 
午後 10 時～午前６時の時間帯は上記の額に 50％が加算されます。 

サービス利用単位 
利用者負担額 

Ａ階層 Ｂ階層 Ｃ階層 

１単位（３時間以下） 

0 円 0 円 

220 円 

２単位（３時間～６時間以下） 340 円 

３単位（６時間～9 時間以下） 480 円 

４単位（９時間を超える場合） 620 円 

サービス 

提供時間 

利用者負担額（Ｃ階層の場合） 

身体介護を伴う場合 身体介護を伴わない場合 

１：２ １：３ １：４ １：５ １：２ １：３ １：４ １：５ 

30 分以下 152 円 114 円 89 円 76 円 63 円 47 円 37 円 32 円 

30 分～１時間 241 円 181 円 141 円 121 円 118 円 89 円 69 円 59 円 

１～1.5 時間 350 円 263 円 204 円 175 円 166 円 124 円 97 円 83 円 

1.5～２時間 400 円 300 円 233 円 200 円 208 円 156 円 121 円 104 円 

２～2.5 時間 450 円 338 円 263 円 225 円 250 円 187 円 146 円 125 円 

2.5～３時間 500 円 375 円 292 円 250 円 292 円 219 円 170 円 146 円 

以後 30 分ごと 50 円 37 円 29 円 25 円 42 円 32 円 25 円 21 円 

（注）①「１：２」とは、職員１人に利用者２人を意味します。 
②上記負担額はＡ階層、Ｂ階層の場合は０円になります。 
③午前６～８時、午後６～10 時の時間帯は上記の額に 25％が加算されます。 

午後 10 時～午前６時の時間帯は上記の額に 50％が加算されます。 
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